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こうなっていませんか?

社⾧、来週月曜
日に有給使いた
いです。

うちは有給は
ありません。



年次有給休暇の目的は?
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ること

を目的として、原則として、労働者が請求する時季に与える
こととされています。

正社員、パート（非正規雇用）雇用形態に関わらず、すべ
ての方に年休の取得が可能です。

従業員 会社

請求



付与日数

（出典）厚生労働省:年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています



付与される要件

（出典）厚生労働省:年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています



年休の取得時期

6/1に年休取得したい 6/1に全員取得申請が出
ている 時季変更

■会社の時季変更権 （事例）

（出典）厚生労働省:年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています



年次有給の時季指定義務

（出典）厚生労働省:年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています



罰則

違反した場合は1人あたり
30万円以下の罰金


